
建設事業の評価結果（対応方針）について 

 

 

 建設事業評価について、平成 27年１月 28日付けで大阪府建設事業評価審議会から意見具申があった内容を踏まえ、下記のとおり決定した。 
 

記 
 
１．再評価（再々評価）［評価事由 (*1)：事業採択後 5年間未着工、(*2)：事業採択後 10年経過、(*3)：再評価後 5年経過］ 
 全８事業のうち、５事業については『事業継続』、１事業については『中止』、２事業については『休止』とする。 
 ただし、対応方針を『中止』とする一般府道総持寺停車場線交差点改良事業については、茨木市に事業を継承することとする。 

事業名（評価事由） 所在地 
事業内容 

（H26.3） 

採択 

年度 

進捗率（H26.3） 

用地・工事 

事業費 

（億円） 

提示した 

対応方針 

（原案） 

審議結果 対応方針 

道路交通安全事業 

 

一般府道総持寺停車場線交差点改

良事業 

(*3) 

茨木市 

交差点改良 

 事業延長：90ｍ 

 道路幅員：16.0m 

 右折レーン設置 1箇所（北行き） 

 自転車歩行者道両側 

H14 ０％・０％ 2.0 

 
 

中止 
※茨木市へ事 
業を継承 

適切 

 
 

中止 
※茨木市へ 

 事業を継承 

砂防事業 

淀川水系鬼虎川砂防事業 

 (*1) 
東大阪市 

砂防えん堤：１基 

 堤高：12.5ｍ 

 堤幅：59.0ｍ 

H22 ０％・０％ 4.5 事業継続 適切 事業継続 

淀川水系山畑川砂防事業 

(*3) 
八尾市 

砂防えん堤：１基 

 堤高： 14.5ｍ 

 堤長： 66.1ｍ 

H7 100％・10％ 4.7 事業継続 適切 事業継続 

大和川水系堂村北谷砂防事業 

(*1) 
河内長野市 

砂防えん堤：１基 

 堤高：14.5ｍ 

 堤長：53.5ｍ 

H22 ０％・０％ 2.6 事業継続 適切 事業継続 

大津川水系松尾川左第５支川砂防

事業 

(*1) 

和泉市 

砂防えん堤：２基 

 堤高：9.5ｍ、堤長：34.5ｍ 

  堤高：7.5ｍ、堤長：31.5ｍ 

H22 ０％・０％ 5.0 事業継続 適切 事業継続 

平成 27 年２月９日 

大 阪 府 



事業名（評価事由） 所在地 
事業内容 

（H26.3） 

採択 

年度 

進捗率（H26.3） 

用地・工事 

事業費 

（億円） 

提示した 

対応方針 

（原案） 

審議結果 対応方針 

砂防事業 

大津川水系宮川砂防事業 

(*1) 
岸和田市 

渓流保全工 

 延長：400ｍ 
H21 ０％・０％ 1.5 休止 適切 休止 

見出川水系見出川砂防事業 

(*1) 
熊取町 

渓流保全工 

 延長：1,200ｍ 
H21 ０％・０％ 4.8 休止 適切 休止 

公園事業 

久宝寺緑地整備事業 

(*1) 
八尾市 

都市計画決定面積：48.1ha 

開設面積：38.4ha 
H17 66％・75％ 214.8 事業継続 適切 事業継続 

 

 



２．事前評価（総事業費 10億円以上） 

全４事業について、『事業実施』とする。 

  

事業名 所在地 事業内容 
事業費 

（億円） 

提示した 

対応方針 

（原案） 

審議結果 対応方針 

道路交通安全事業 

一般府道郡戸大堀線歩道整備事業 羽曳野市 

歩道整備 

 事業延長：500ｍ 

 道路幅員：16ｍ 

 自転車歩行者道両側（幅員 3.5ｍ×２） 

15.1 事業実施 適切 事業実施 

施設整備事業 

大阪府立吹田東高等学校校舎棟改

築事業 
吹田市 

構造：鉄筋コンクリート造４階建 

面積：約 10,153㎡ 

室数：管理室 25室（職員室、事務室等） 

   普通教室 27室（ホームルーム、展開教室） 

   特別教室 27室（実験室、図書室等） 

   その他（下足室、トイレ、倉庫等） 

47 事業実施 適切 事業実施 

大阪府立成城高等学校特別教室棟

改築事業 

大阪市 

城東区 

構造：鉄筋コンクリート造３階建 

面積：約 3,821㎡ 

室数：管理室 10室（職員室、準備室等） 

   普通教室（展開教室）７室 

   特別教室 20室（化学実験室、図書室等） 

   その他（トイレ、倉庫等） 

23 事業実施 適切 事業実施 

第二方面機動警ら隊庁舎整備事業

（大阪府淀川警察署別館庁舎建替

事業）（※） 

大阪市 

淀川区 

構造：鉄筋コンクリート造 地上６階建 

面積：約 1,845㎡ 

   第二方面機動警ら隊分 約 1,640㎡            

   淀川警察署分 約 205㎡ 

13 事業実施 適切 事業実施 

（※）第二方面機動警ら隊庁舎整備事業の施設規模については、建設事業評価審議会では、当初提示した面積（約 2,500㎡）で審議いただき、「適切」との意見をいた

だいた。その後、府として再精査を行った結果、第二方面機動警ら隊分は面積を縮小し、淀川警察署分は食堂等の設置のみに止め、縮小分については、本館建替

え時に改めて整備することとした。（なお、事業内容及び事業費については、再精査後の内容を記載している。） 


